
埼玉・千葉・東京・神奈川労働局合同特別相談週間 
 
 

パートタイム労働に関する 

相談を受け付けます 

 
 
     我が社のパートの待遇をどうすればよいのか？ 
     正社員への転換については、どのように対応すればよいのか？ 
     労働条件通知書が交付されない！ 
     正社員と同じ仕事をしているのに待遇が違う！ 
 
等々、パートタイム労働に関する相談を受け付けます。 
勤務地や居住地にかかわらず、お近くの労働局にお気軽にご相談ください。 
南関東の４労働局が連携して相談解決に当たります。 
 

◆日時◆ 平成２１年７月６日（月）～１０日（金）８：３０～１７：１５ 
 
◆対象◆ パートタイム労働者 
     パートタイム労働者を雇用している事業主等 
    
  受付場所  埼玉労働局雇用均等室 
                さいたま市中央区新都心１１－２ ランド・アクシス・タワー１６階 
          ＴＥＬ ０４８－６００－６２１０ 
  
         千葉労働局雇用均等室 
               千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎３階 
               ＴＥＬ ０４３－２２１－２３０７ 
  
            東京労働局雇用均等室 
               千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１４階 
               ＴＥＬ ０３－３５１２－１６１１ 
  
            神奈川労働局雇用均等室 
               横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎１３階 
               ＴＥＬ ０４５－２１１－７３８０ 
 
◆相談方法◆  電話・来局相談 
           電話の場合は、ご希望の労働局に電話をしてください。 
          来局の場合は、ご希望の労働局に、できれば事前に電話予約をお願いします。 
 


